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○御嶽山王滝口登山道入山規制緩和に向けた安全対策

御嶽山では平成２６年の噴火災害発災以降、登山道（王
滝口：王滝頂上～剣ヶ峰間）の立入を規制していましたが、
令和５年７月に規制緩和を実施しました。
規制緩和に向けた安全対策として、登山道の中間に避難
シェルターを２基設置したほか、立入規制ロープ、案内看
板等も設置して、登山者の安全を確保しました。また、パ
トロール員が王滝頂上避難施設に常駐して、登山道のパト
ロールを実施しています。
規制緩和により、他登山口との往来が可能となり、多く
の方に登山に訪れていただけるようになりました。

【問合せ先】
長野県王滝村総務課
TEL：0264-48-2002
E-mail：bosai@vill.nagano-otaki.lg.jp

事務局（鹿児島市危機管理課）
TEL：099-216-1513
E-mail：kiki-kazan@city.kagoshima.lg.jp

規制緩和期間
令和５年７月２９日（土）～令和５年１０月１１日（水）

御嶽山噴火に関する情報

https://www.vill.otaki.nagano.jp/bousai/funka_information.html

新設した避難シェルター

登山道と立入規制ロープ・案内看板


